
BELS制度に係る意向調査アンケートの実施について 

 

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 

 

本日の BELS制度説明会をうけ、評価協会会員機関の皆様に BELS制度に係るアンケー

トを実施することとなりました。 

 

以下、アンケート内容（予定） 

(1)BELS評価機関登録について、登録の意志の有無について教えて下さい。    

  該当するもの一つに○を付けて下さい。      

 ①【現在 BELS評価機関として登録している場合】Ｈ28年 4 月に住宅の登録を受ける予定である。   

 ②【現在 BELS評価機関として登録している場合】Ｈ28年 4 月に住宅の登録を受ける予定はない。     

 ③【現在 BELS評価機関として登録していない場合】Ｈ28年 4 月に住宅及び非住宅の登録を受ける予定である。   

 ④【現在 BELS評価機関として登録していない場合】Ｈ28年 4 月に非住宅の登録を受ける予定である。   

 ⑤【現在 BELS評価機関として登録していない場合】Ｈ28年 4 月に住宅の登録を受ける予定である。   

 ⑥【現在 BELS評価機関として登録していない場合】登録を受ける予定はない。   

 ⑦分からない   

          

（2）Ⅳ-（1）で、①,②又は③を選択した方に伺います。      

 確保予定評価員数、処理可能件数（非住宅建築物、共同住宅、戸建別）の予定について教えてください。  

 
確保評価員数（予定） 

処理可能件数/年間（予定）  

 非住宅建築物 共同住宅 戸建住宅  

 人 棟 棟（     戸） 戸  

         

（3）Ⅳ-（1）で、①,②又は③を選択した方に伺います。      

 住宅性能評価業務（5-2.一次エネ等級）や低炭素認定に係る技術的審査、建築物省エネ法における性能向上認定

や３６条認定に係る技術的審査等においては、BELS申請に係る書類（計算書および図書等）が BELS評価と同様

であることから、セットで取得（例：低炭素認定を取得する際に BELS も取得）することが考えられます。その際申請

の手数料について、セットで設定（例：低炭素技術的審査と BELS評価の手数料を単純に加算した価格よりも減額）

する予定はありますか？ 

 

 

 

 セットでの手数料を設定する予定がある。      

  ※割引設定を予定しているか否かの設問としております 
 

 

アンケートについては、評価協会より後日ご案内の上、専用サイトより回答いただく予

定としております。 

なお、上記のアンケート結果については、BELS制度シンポジウムの資料として、登録

機関名と登録機関による BELS制度を行う非住宅と住宅の用途、セット割引の適用予定有

無を公表する予定しております。 

 


